
〇 地元住民による活動組織が、耕作放棄されていた農地を再生。棚田オーナー制度による
集落外の人材活用、農産物の加工・販売により農地の維持・集落を活性化。 

 

○ 棚田オーナー制度は、協定農用地の約５割(1.7ha)で実施

しており、「田植え」、「稲刈り」の農作業体験などにより、棚

田を保全。約100組の都市住民が棚田オーナーになっており、

年間約1,000人が来訪。 

○ その他の農用地では、加工用の黒米を栽培(１ha)してお

り、町商工会を中心に県内企業と協力して、黒米等を使用した

パン、うどん、焼酎等の特産品を開発し、県内外で販売。 

○ 小規模の集落協定であるが、棚田オーナー制度による集

落外の人材の活用、加工用農産物の栽培・加工品の生産・

販売によって農業を維持。 

 

○ 当地区は、伊豆半島の西側に位置し、標高120～

250mに広がる棚田であったが、基盤整備が実施さ

れておらず、その多くが荒廃農地化。 

○ 集落を活性化するため、平成11年に地元住民に

よる活動組織を立ち上げて、棚田を再生。農作業

体験を通じた「百笑の里」づくりを目指して、棚

田オーナー制度を実施。 

○ 活動組織が中心となり平成12年より本制度に取

り組んでおり、協定農用地の所有者から農道・水

路の日常の管理を引き受け。 

地域の現状 

【黒米を使用したパン】 
  

 

 ２－③ 静岡県松崎町石部集落協定  

協定面積：3.9ha（全て田） 交付金額：85万円（共同取組活動100％） 
協定参加者：農業者4人（松崎町石部地区棚田保全推進委員会役員） 協定開始：平成12年度 

【黒米を使用したうどん】 【棚田オーナーによる稲刈り】   【地区全景】 

取組の概要 

２－③ 
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